
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火対策自主チェックリスト 毎月点検 

（１）防火管理者の届出など （２）防火対象物点検の実施・報告等 （３）消防用設備等の点検の 
実施・報告 

（４）避難上の必要な施設等の管理 

（５）防炎物品の使用 

※防炎物品の使用が義務となる防火対象物は、高層建

築物、飲食店、物品販売店、病院、映画スタジオ、

地下街などです。 

詳しくはお近くの消防署にお問い合わせください 塩谷広域行政組合消防本部 

（６）避難・誘導・搬送体制 （７）火気使用設備・電気設備の 

保守点検 

□ 火気使用設備・電気設備の保守点検に関する

計画を策定していますか？ 

□ 定期的に火気使用設備・電気設備の保守点検

を行っていますか？ 

→直近の点検日（   年 月 日） 

（８）その他（危険物の保安等）          

□ ガソリン、消毒用アルコール等の危険物、

医療用の高圧酸素や引火性の高い物品等に

ついては、保管場所や保管量など特に安全

管理体制に留意していますか？ 

（１）消防計画 （２）消火、通報及び避難の訓練 （３）火気取扱いの注意及び 

火元責任者 

建築物の手続き等 

１．施設管理の責任等 

２．防火管理者の責務等 ３．建築物の手続き等 


